
飲食業における労働者の安全衛生管理について

東近江労働基準監督署 （R6.6)

１ 令和５年度東近江署管内の飲食業での労働災害発生状況
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設備的な対策をとり、作業環境を改善することが最も重要です︕

２ 事故の型で見る労働災害発生状況と再発防止対策

（１）事故の型～転倒～
開店準備の清掃作業中、足元に置いてあったフライヤーろ過装置を避けようと

した際、バランスを崩して転倒し、右手首と左膝を負傷した。

発生時期 令和５年４月午前11時

被 災 者 ６０代、女性

経験年数 １５年

休業期間 ２か月

傷 病 名 右手首複雑骨折・左膝打撲

発生原因︓ろ過装置が作業場・通路上に放置されていたこと。

防止対策

整理・整頓を徹底する。

「見える化」を行う



東近江労働基準監督署 （R6.6）

（２）事故の型～切れ・こすれ～
食材が不足していたため補充しようと急いで食材を切った際に右手人差し指を

切創した。

発生時期 令和５年１０月午後１２時

被 災 者 ４０代、女性

経験年数 ２年

休業期間 １週間

傷 病 名 右示指切創

（３）事故の型～高温・低温の物との接触～
鉄板で調理中、蒸し焼きにするため一気に大量の水を投入したところ、立ち
上った蒸気により右手中指に熱傷を負った。

発生時期 令和５年１１月午後４時

被 災 者 ５０代、女性

経験年数 ９年

休業期間 ４日

傷 病 名 右手中指熱傷

発生原因︓保護具を着用せず急いで食材を切ったこと。

防止対策

保護手袋を着用する。

注意喚起の表示を行う。

発生原因︓保護具を着用せず一気に水を投入したこと。

防止対策

保護手袋を着用する。

注意喚起の表示を行う。
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（４）事故の型～墜落・転落～
脚立に登ってレンジフィルターを交換していたところ、フィルターがうまく

セットできずバランスを崩して墜落し、左手首を負傷した。

発生時期 令和５年９月午前11時

被 災 者 ５０代、女性

経験年数 ５年

休業期間 ２日間

傷 病 名 左手首橈骨遠位端骨折

発生原因︓フィルターがうまくセットできず足元への注意が散漫になったこと。

防止対策

余裕のある作業スペースを
確保する。

作業の手順を決めておく。

（５）事故の型～はさまれ・巻き込まれ～
スライサー（野菜を押し込んでいくタイプの機械）で野菜をカットしていたと

ころ、短く残った野菜と一緒に示指・中指を差し込んでしまい負傷した。

発生時期 令和５年４月午前11時

被 災 者 １０代、男性

経験年数 １か月

休業期間 １か月

傷 病 名 示指・中指欠損

発生原因︓危険個所に指が入る状態であったこと。

防止対策

安全装置をつける。 危険個所に手が入ったときに機械の運転
が停止するものです。

注意喚起の表示を行う。
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４ 安全衛生教育でお使いいただける教材

厚労省HP転倒腰痛予防の取組

西川きよしさんがリー
ダーとなり、マヂカル
ラブリーさん、アイン
シュタインさんなどの
人気芸人が、転倒・予
防の方法を分かりやす
く紹介しています。

厚生労働省YouTubeチャンネル

飲食店、小売業向け転倒・腰痛
防止用視聴覚教材（約９分）

小売業の安全衛生（約１５分）

小売業の労働災害を防止しよう︕（約７分）

独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所YouTubeチャンネル

『滑りによる転倒災害を防止しましょう』（３種）
滑りにくい作業環
境を作りましょう
（約２分）

滑りにくい床に
しましょう
（約２分）

耐滑性のある靴
を使いましょう
（約２分）

お問い合わせ先
東近江労働基準監督署（第二方面）
■住 所 東近江市八日市緑町8-14
■連 絡 先 TEL0748-41-3366 FAX0748-22-0613
■開庁時間 年末年始、土日・祝日を除く8︓30～17︓15

（１）加齢による身体機能の低下で転倒しやすくなります。
→右のQRコード「ロコチェック」をご覧ください。
（２）たった一度の転倒で寝たきりになることもあります。
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇は︖」
右のQRコード「内閣府ウェブサイト」をご覧ください。

５ 高年齢労働者の安全確保

３ その他、発生する可能性のある労働災害とその対策

（１）交通事故
配達中に交通事故にあうことが考えられます。
→出発前の交通安全指示や配達ルートの危険箇所の共有が考えられます。

（２）熱中症
店先（屋外）での販売やビラ配り中に発症することが考えられます。
→作業時の気温・湿度の共有、水分・塩分の補給徹底、作業時間の調整を行う。

（３）有害物との接触
食器の洗浄をする際に洗剤が手や目に触れて負傷することもが考えられます。
→保護手袋、保護メガネの着用を徹底する。
（特に、目は唯一手で直接触れることができる臓器です︕保護しましょう︕）


